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船舶事故調査報告書 

 

                         平成２５年１２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月７日 ２０時４８分ごろ 

発生場所 高知県四万十
し ま ん と

町興津
お き つ

埼南東方沖 

興津埼灯台から真方位１４２°１１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°００.５′ 東経１３３°２１.２′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 しんあき丸、４,３３５トン 

１３１７２１、安芸海運株式会社 

１１０.００ｍ×１６.８０ｍ×８.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関 ３,６０３kＷ、平成３年６月 

Ｂ 漁船 朝日
あ さ ひ

丸、４.４トン 

ＫＯ３－１３０１１（漁船登録番号）、個人所有 

１０.７１ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２５７.４３kＷ、昭和５３年２月 

第２８２－６１７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成３年５月３０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月２５日 

免状有効期間満了日 平成２８年１２月１１日 

甲板員Ａ１（甲板次長） 男性 ５９歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１８年１２月１５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１１月１０日 

免状有効期間満了日 平成２８年１２月１４日 

  甲板員Ａ２（大韓民国籍） 男性 ６０歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年２月１７日 

免許証交付日 平成２２年１月１２日 
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（平成２７年４月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 球状船首部及び左舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部の外板に破口 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ､甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２ほか１２人が乗り組み、

平成２４年７月７日２０時００分ごろ、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２が

船橋当直に就き、甲板員Ａ１が操船を指揮し、針路約０３０°（真方

位、以下同じ。）及び速力（対地速力、以下同じ。）約１３ノット

（kn）で興津埼南東方沖を自動操舵により、徳島県阿南市 橘
たちばな

港へ向

けて航行した。 

甲板員Ａ１は、設置されている２台のレーダーのうち、ＡＲＰＡが

搭載されたＮＯ.１レーダーを４Ｍ後方にオフセンターとして６Ｍレ

ンジで、他の１台を１２Ｍレンジでそれぞれ作動させ、レーダー画面

及び目視で左舷船首方に南下している２隻の漁船（以下「漁船群」と

いう。）を認めた。 

 甲板員Ａ１は、２０時３２分ごろ～３５分ごろの間に漁船群の位置

を確認したところ、左舷船首方距離約５～６Ｍであり、ＮＯ.１レー

ダーに表示された漁船群のベクトルがＡ船の船尾方約１Ｍの所を向い

ていたので、漁船群と衝突することはなく、また、Ａ船が保持船であ

り、Ｂ船が避航船であったので、漁船群が避航するものと思い、操舵

室右舷後部の海図台に移動して周囲のカーテンを閉め、Ａ船の２０時

３０分の船位を海図に記入し、変針点に向ける針路や時間の計算など

を行っていた。 

 甲板員Ａ１は、ふとカーテンを開けて船首方を確認したところ、左

舷船首方に距離約２００～３００ｍまで接近したＢ船を認め、Ｂ船と

の衝突の危険を感じ、Ａ船の存在を知らせるために荷役用バケットエ

レベーターの水銀灯などを点灯後、右舵一杯とした。 

甲板員Ａ１は、衝撃や衝撃音がなく、視認した状況から、Ｂ船と異

常接近したものの、衝突したとは思わなかった。 

 船長Ａは、甲板員Ａ１からＢ船と異常接近したが、衝突したとは思

わない旨の報告を受け、昇橋して周囲を見渡したものの、接触の有無

が確認できず、Ａ船は、航海を継続して橘港へ向かった。 

船長Ａは、橘港沖に錨泊後、機関長から、異常接近した時間帯に衝

撃を感じたとの報告があり、損傷の有無を確認したところ、左舷船尾

外板に擦過傷を認めたので、船舶所有者及び海上保安部に状況を報告

し、その後、ＡＩＳに基づく航跡やＢ船との接近状況などから、２０

時４８分ごろ、興津埼南東方沖において、Ｂ船と衝突したことが分か

った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、きんめだい漁のため、高知県中
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土佐町久
く

礼
れ

港を出港し、土佐清水市足摺岬の南東方沖の漁場に向け、

針路約１６７°速力約７kn で自動操舵によって航行した。 

船長Ｂは、周囲を確認して他船を見掛けなかったので、操舵室を離

れて右舷船尾端に設置されたトイレで用を足していたとき、１.５Ｍ

に設定したレーダーのガードリング警報（以下「警報」という。）が

鳴り始めた。 

船長Ｂは、これまでの経験上、警報の９割ぐらいは何事もなく、す

ぐに鳴りやむことが多かったので、漠然と大丈夫だろうと思い、周囲

の確認を行わずに用を足していたところ、警報が鳴りやみ、間もな

く、大きな衝撃を感じ、Ｂ船の右舷側にＡ船の船首部を認めた。 

船長Ｂは、後方を同航していた親族に連絡を取り、協力して船体の

損傷状況を確認したところ、機関室の浸水がなかったので、航行が可

能であると判断し、Ｂ船は、単独で久礼港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２～３、視界 良好 

海象：全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による高知西部沖（本

事故発生場所の南南西方２４.７Ｍ）における本事故当日の波

浪観測値（波高）は、次のとおりであった。 

時刻 

(時:分) 

平均波高 

(ｍ) 

有義波高 

(ｍ) 

1/10 波高 

(ｍ) 

最大波高 

(ｍ) 

波向 

(°) 

20:40 0.61 0.91 1.11 1.32 178 

21:00 0.60 0.89 1.11 1.36 186 
 

 その他の事項 

 

Ａ船は、平成２４年５月から大韓民国との国際航海に従事するよう

になり、石炭火力発電所で発生した石炭灰（フライアッシュ）を運ん

でいた。 

Ａ船は、大韓民国の平澤
ピョンテク

港出港時、空倉バラスト状態であり、船

首喫水約２.６４ｍ及び船尾喫水約５.２４ｍであった。 

 Ａ船は、ふだん、足摺岬沖から高知県室戸市室戸岬沖に向けて直航

していたが、本事故当時、橘港への入港時刻調整のため、針路を変更

して土佐湾内を航行していた。 

甲板員Ａ１は、Ａ船が大韓民国との国際航海に従事するようになっ

た平成２４年５月から船橋当直で操船を指揮していた。 

甲板員Ａ１は、甲板員Ａ２と言葉が余り通じず、操舵号令などを片

言の英語で話す程度であり、甲板員Ａ２からＢ船の接近についての報

告を受けなかった。 

船長Ｂは、衝突するまで、Ａ船に全く気付かなかった。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参

照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、興津埼南東方沖を自動操舵で北北東進中、甲板員Ａ１が、

レーダー画面に表示されたＢ船のベクトルがＡ船の船尾方約１Ｍの所

を向いていたので、Ｂ船と衝突することはなく、また、Ａ船が保持船

であり、Ｂ船が避航船であると考え、Ｂ船が避航するものと思い、海

図台に移動して周囲のカーテンを閉め、２０時３０分の船位を海図に

記入し、変針点に向ける針路や時間の計算などを行い、見張りを行っ

ていなかったことから、距離約２００～３００ｍまで接近したＢ船を

認め、バケットエレベーターの水銀灯などを点灯後、右舵一杯とした

ものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、興津埼南東方沖を自動操舵で南南東進中、船長Ｂが、右舷

船尾端に設置されたトイレで用を足し、見張りを行っていなかったこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、興津埼南東方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ

船が南南東進中、甲板員Ａ１及び船長Ｂが共に見張りを行っていなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・レーダーの警報が鳴った際は、周囲の確認を適切に行うこと。 

・船舶所有者は、定められた船内使用言語により、乗組員同士が効

果的に意思の疎通ができるよう、徹底させること。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

高知県 

足摺岬 
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四万十町 

Ｂ船 

Ａ船 

事故発生場所 

（平成24年7月7日 20時48分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

20:01:21 32-51-39.1 133-15-32.8 030 029 12.9 

20:10:01 32-53-15.6 133-16-39.8 031 031 12.7 

20:20:00 32-55-07.2 133-17-54.1 030 029 12.6 

20:25:02 32-56-03.7 133-18-29.9 031 027 12.7 

20:29:52 32-56-59.3 133-19-04.5 030 028 13.0 

20:35:01 32-57-59.9 133-19-41.3 030 026 13.1 

20:39:50 32-58-55.9 133-20-15.5 030 027 13.0 

20:45:01 32-59-56.3 133-20-51.1 029 027 13.1 

20:46:01 33-00-08.2 133-20-58.1 029 026 13.2 

20:47:01 33-00-20.0 133-21-05.4 038 031 13.2 

20:47:30 33-00-25.8 133-21-10.0 051 033 12.7 

20:47:44 33-00-27.8 133-21-11.7 072 042 10.6 

20:48:01 33-00-29.2 133-21-14.0 101 063 7.9 

20:48:30 33-00-29.6 133-21-17.6 141 105 4.9 

20:49:01 33-00-28.4 133-21-19.9 179 143 4.2 

20:50:01 33-00-23.3 133-21-19.0 209 209 7.3 

20:50:57 33-00-16.3 133-21-13.7 196 214 10.1 

20:52:01 33-00-06.4 133-21-12.1 132 156 9.1 

20:53:01 33-00-01.4 133-21-19.8 072 093 8.2 

20:54:01 33-00-05.2 133-21-28.0 038 034 8.8 

20:55:01 33-00-13.3 133-21-34.7 039 033 10.8 

    （注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 


